
令和５年度地域・指定校事業報告書＜指定校＞ 

委託先（ 山形県 ） 

１．調査研究のテーマ、概要 

調査研究のテーマ 
小中一貫教育を通して「多様性を理解し尊重する力」を

身につけ、人権意識を高める児童生徒の育成 

○調査研究のテーマを設定した目的 

山形県では現在、第６次山形県教育振興計画（後期計画）を展開しており、その根幹と

して「いのちの教育」に取り組んでいる。本県の｢いのちの教育｣では、「いのち」を、「生

命」と「人間としての生き方」としてとらえ、「自分の生命（存在）はかけがえのない大

切なものだ」という自尊感情を高め、「他の生命（存在）も、自分と同じように大切だ」

と思える心情や生き方、それらを次世代につないでいこうとする意識を育むことをめざ

している。 

また、子供の人権に関わって、本県のいじめ問題に対する取組みは、積極的な認知が広

まり、早期発見早期対応が進んでいる。しかしながら、インターネット利用によるトラブ

ルは増加傾向である等、いじめがおこらない風土づくりの重要性も高まっている。この

ような課題に対して、道徳科の授業を中心に、思いやりの心や規範意識等の醸成を進め

ているが、その内容をより継続的に指導していくことや、個に応じた指導や支援をして

いくことが必要である。 

さらに、平成２８年３月に策定した「山形県人権教育推進方針」に基づき、小学校と中

学校における一貫した継続的な取組を強化しながら、学校の教育活動全体を通じて、人

権教育の理念である「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」につながる

教育の実現をめざしていくことも求められている。 

「いのちの教育」の推進や、いじめの問題や人権に関する課題を解消していくために

は、子供たち一人ひとりが、自他共に認めあい、思いやりの気持ちを持つことが肝要であ

る。このことを「多様性」としてとらえ、「多様性を理解し尊重する力」を育成していき

たい。 

そのためには、小中学校段階に当たる９年間という大きなくくりで、子供たちの発達

段階に合わせ、かつ系統的に人権意識を高めていく必要がある。酒田市立東部中学校学

区では、東部学区小中一貫教育グランドデザインのもと、小中一貫教育推進事業の取組

みが進んでいる。そのシステムや組織体制、環境をベースにして、小学校から継続した人

権教育の実践を積み上げていくことで、子供たちの「多様性を理解し尊重する力」を育成

していきたい。その上で、「子供」「インターネットによる人権侵害」「外国人」「性的指

向、性自認」等の人権課題について、全教育活動を通した取組みや働きかけを行うことが



有効であると考え、本研究のテーマを設定した。 

 

○調査研究の概要 

「東部学区小中一貫教育推進事業」において、①一人一人のニーズに応じた指導・支援

の充実②仲間の良さを見つけ、認め合える力の育成、③地域の教育力や関わりを生かし

たキャリア教育・総合の充実、を取組みの３つの柱としている。全教育活動で人権課題の

理解につながる取組みや理解したことを実践する場の設定を行い、人権教育を充実させ

るとともに、具体的な評価指標をもとに児童生徒や教職員、地域への調査等を行い、児童

生徒の変容と取組みの効果を検証する。 

 

  



２．基本情報 

研究指定校の概要 

○学校名 

酒田市立東部中学校 

○これまでの研究指定等の状況 

※国からの人権教育研究指定はなし 

○学級数 

１２学級（うち特別支援学級：３学級） 

○児童生徒数(R4.5.1) 

全児童生徒数：２２０人 

○URL 

http://www.sakata.ed.jp/tobu/web/ 

○指定理由 

本県では、「山形県人権教育推進方針」に基づき、子供の自主性や主体性を重視しな

がら望ましい人間関係づくりを進めるとともに、すべての子供が安全で安心に生活でき

る環境づくりを進めており、人権教育の充実に関する小学校、中学校それぞれの実践も

行われている。一方、各地区で小中一貫教育が進められているものの、人権教育をとお

して小中学校が連携した取組みの実践が少ないことが課題として挙げられる。 

酒田市立東部中学校区では、学区の小中学校が協働してグランドデザインをつくり、

目指す子供像や指導の柱を共有する等の取組みを行っている。酒田市東部中学校区の小

中学校をそれぞれ指定校とすることで、その体制を生かして、子供の発達段階や小中連

携を強化した人権教育の取組みが実施されることが期待される。そして、その取組み

を、人権教育を柱とした小中一貫教育の好事例として、全県に普及することで、小学校

から継続した人権教育の実践が普及し、県内に積み上げていくことで、本県が進める

「いのちの教育」の推進や、いじめの問題や不登校などの生徒指導上の課題を解消して

いく手立ての１つになるものと期待している。 

また、東部学区小中一貫教育の取組みでは、縦割りの活動の中で上級生から下級生へ

の関わりや、中学校と小学校の関わり等があること、児童生徒だけでなく保護者や地域

を巻き込んだ広域な取組みを想定していることから、「子供の人権」に対する理解と認

識が地域全体に広がっていくことが期待される。 



さらに、酒田市は本県の日本海側に面した地域であり、国際都市として外国船で来航

する外国人観光客にピーアールする取組みを積極的に行っている国際都市であることか

ら「外国人」との交流や理解の深まりも期待できる。 

以上の理由から、酒田市立東部中学校を指定校として事業を展開したいと考えた。 

 

○取り組んだ人権課題について 

該当するものに○印、最も主要な人権課題１つに◎印を付与  

 

①子供 ◎ 

②女性  

③高齢者  

④障害者  

⑤同和問題  

⑥アイヌの人々  

⑦外国人 〇 

➇-１HIV 感染者等  

➇-２ハンセン病患者等  

⑨刑を終えて出所した人  

⑩犯罪被害者等  

⑪インターネットによる人権侵害 〇 

⑫北朝鮮当局による拉致問題等  

⑬性的指向、性自認 〇 

⑭その他（    ）  

  
 

  



3．調査研究の内容等 

○調査研究の内容 

①県教育委員会の取組み 

〈市教育委員会・指定校への指導、助言及び援助〉 

総合的な学習の時間や、キャリア教育などの教育活動全体をとおした豊かな心の醸成

について、各教育事務所の指導主事及び教員ＯＢを派遣し、教職員に対して研修を行

う。また、指定校の変容を確認し、必要な助言ができるよう、定期的に市教育委員会・

指定校を訪問し、継続した指導を充実させる。 

②指定校の取組み 

・テーマにある「多様性」について、「自他共に認めあい、思いやりの気持ちをも

つ」と考え、「多様性を尊重する力」を「自分と違う考えや価値観に気づきながら深

め合うこと」と考えた。 

・このことを総合的な学習の時間、キャリア教育などの教育活動全体をとおして、人

権についての意識を高めていく。この際、次の３つの柱にそって指導していく。 

【一人一人のニーズに応じた指導・支援の充実】 

ＱＵテストをベースにした児童生徒理解を授業に活かす 

ＱＵ研修会の実施 

【仲間の良さを見つけ、認め合える力の育成】 

道徳科の授業、特別活動 

人権講演会（デジタルシティズンシップ）の実施 

【地域の教育力や関わりを生かしたキャリア教育・総合の充実】 

総合的な学習の時間、キャリア教育 

・東部学区小中一貫教育合同研修会を中心に、ブロック１（小１～４）、ブロック２

（小５～中１）、ブロック３（中２・３）のグループで、人権教育について指導内容

を検討し、小中連携を図りながら育てたい資質・能力に向けた取組みを共有する。 

・外国人と係わる取組みでは、自分と違う立場にある人々を理解する等の体験的な学

習を行い、人権感覚の涵養につなげる。 

・インターネットによる人権侵害に係る取組みでは、デジタルシティズンシップに関

する人権講演会の内容を踏まえて、教員が動画教材を作成し、道徳科の授業、各教科

でのＩＣＴ活用場面の指導につなげる。 

○実施方法 

①県教育委員会の取組み 

・県教育委員会及び再委託先の町教育委員会が、各研究指定校の研究推進委員会や飯

豊町教育研究会に参加することで、児童生徒の実態や成長がとらえられるようになり、



具体的な指導助言や成果の把握に活かし、年度内の PDCA サイクルを機能させる。 

②指定校の取組み 

〇一人一人のニーズに応じた指導・支援の充実 

・一人一人のニーズを把握するため、ＷＥＢ‐ＱＵの活用や全児童との教育相談の実

施をとおして、子供の状況を把握し、必要に応じてエンカウンターを実施する等、より

よい指導や支援につなげた。また、ＱＵ研修会を行う等、指導者のスキルアップを図

り、授業に活かすことができた。 

・「お互いの個性の認め合い」を大切にした道徳科の授業を通年で行い、人権感覚の涵

養を図ることで、地域との交流活動の際に、相手の人権をより考えて行動できるよう

になった。 

・本校に LGBT の生徒が在籍していたことから、制服を標準服に変えた経緯を踏まえ、

本校の制服等について研究している酒田市内の大学と連携し、LGBT やジェンダーフ

リーについての内容の学習を行い、性的指向、性自認の面から人権意識を高めること

ができた。 

〇仲間の良さを見つけ、認め合える力の育成 

・運動会や文化祭等の学校行事において、異学年交流をすすめるため、縦割りの活動を

行い、仲間の良さを見つけ、認め合える力を育成した。 

・道徳の授業で日常生活や行事の経験と関連付けながら、インターネットにおける人

権侵害についての学習を行った。さらに、デジタルシチティズンシップについての講

演をとおして、人権侵害をしないことにとどまらず、自己の人権や個人情報を守るた

めに、どのように活用すればよいかを考え、その結果を日常の授業でのＩＣＴの活用

場面につなげた。講演会の内容を踏まえて、校長や教員が動画教材を作成し、継続的に

各教科の指導場面で活用した。 

〇地域の教育力や関わりを生かしたキャリア教育・総合の充実 

・生徒会執行部が結成した「熱盛隊（東部を熱く盛り上げ隊）」を中心にして、地域の

民間団体（酒田 DMO）と連携したワークショップに生徒が参加し、ひらた産業まつり

にむけて実際に地域の魅力や課題を総合的な学習の時間に学習するとともに、子供の

人権課題や高齢化に関わる人権問題について体験的に学習できた。 

・酒田 DMO と台湾との交流を活かし、台湾の学校とオンラインによる交流を行い、

外国人に対する人権意識を高めることができた。その際、地域のことを英語で紹介す

る等の活動を行い、酒田市を訪れる外国人に向けてもその内容を、発信した。 

 

  



4．検証・評価・改善・普及 

【検証・評価方法】 

①県教育委員会の取組 

〈各小中学校、特別支援学校を対象にしたいじめの実態調査〉 

・多様性を認めることが、未然防止としての「いじめを生まない風土づくり」、早期発

見、早期対応のための「いじめを許さない見逃さない風土づくり」につながっているか

について検証するため、いじめの実態について年３回の調査を行うとともに、継続し

て指導が必要な事案については追跡調査を行った。また、いじめの起きやすい状況等

を分析し、指導や対応に活かすことができた。 

・全国学力学習状況調査の質問から人権に関する意識の変化を分析した。 

・教育事務所等生徒指導担当者会議において、いじめやネットトラブル等の人権に関

する事例を共有し、分析・協議を通していじめやネットトラブル等の未然防止、ネット

モラル意識を高めることができた。 

〈事業の成果等の発信〉 

県内４教育事務所の人権教育担当指導主事を対象に、学識経験者（大学教授等）を招聘

した「『いのち』の教育推進協議会」実務者会議を開催し、具体的な取組みや成果を協議

し、県内各地区に周知した。今後は、研究指定校の取組みや成果についてまとめた資料を

県のホームページに掲載し、周知を図る。 

②指定校の取組み 

・酒田市で実施している年２回の児童生徒向けの調査を活用し、人権意識の変容を見

た。「自分によいところがある」、「自分と違う意見について考えることは楽しい」、「人

が困っている時は進んで助ける」、「いじめはどんなことがあってもいけないことだと

思う」等の項目について今後も改善を目指し、人権意識を高める教育活動を継続して

いく。 

・学校評価アンケートでは保護者から見た生徒の変容を、東部学区教職員への評価ア

ンケートからは教職員から見た生徒の変容を確認した。多様性について知識として理

解することに止まらず、行動面につながっているか検証を行った。 

・アンケートのみならず、普段の地域での生活や地域活動への参加状況などを含めて、

地域の中での積極的なかかわりを持とうとしているかについて把握し、人権教育の取

組みによって生徒の変容が見られるかを検証した。 

・本事業における取組み及び成果等について、学校だより、ホームページ・ブログへの

掲載やメール配信により、保護者や地域住民に周知した。 

・本調査のテーマの一部である「多様性を理解し尊重する力」については、東部学区小

中一貫教育グランドデザインの中で、９年間を通してつけたい３つの力のうちの１つ

としてとりあげている。委託期間終了後も、東部学区小中一貫教育推進会議を中心に



各小中学校が連携を図り、「多様性を理解し尊重する力」をつけていく中で、生徒の人

権意識を高めていく取組みを継続するとともに、酒田市内の小中学校にも市の研修会

等の機会をとらえて取組みを広めていく。 

  



５．人権教育に係る年間指導計画

 

 



６．推進体制（都道府県・指定都市教育委員会を含む 

 

 

  



○関連資料 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


